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(57)【要約】
【課題】容器を陳列装置に縦置きに陳列する際に、容器
の標記の向きを所定の方向に向けるという操作を必要と
しない陳列システム等を提供する。
【解決手段】容器２０は、容器本体の周方向に巻き付く
、第１巻き付き部２５ａ及び第２巻き付き部２５ｂを有
している。そして、容器２０を陳列する際に、例えば第
１巻き付き部２５ａに設けられる保持部２６ａを陳列装
置の留め部３５に掛けておく。容器２０が移動し始める
と、第１巻き付き部２５ａの保持部２６ａが留め部３５
に掛けられているため、第１巻き付き部２５ａが引っ張
り力を受ける。容器２０は、第１巻き付き部２５ａが解
かれながら、図中右回りに回転しながら載置部３１の前
方側へと移動する。そして、最終的には、容器２０に形
成される第２の識別標記２３ｂが所定の方向を向いた状
態となる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外周面に標記が付された容器本体部と、当該容器本体部の当該外周面の周方向に巻き付
けられた巻き付き部と、を有した容器と、
　前記容器が陳列される陳列装置と、
を備えた陳列システムであって、
　前記陳列装置は、
　載せられた前記容器を当該容器の取り出し部へ移動させる容器載置部と、
　前記容器載置部に載せられた前記容器の前記巻き付き部の一端側を保持し、当該容器が
前記取り出し部へ移動する際に当該巻き付き部の当該容器への巻き付きを解くことによっ
て当該容器に回転力を付与する付与部と、
を備え、
　前記容器の前記巻き付き部は、前記付与部により当該容器への巻き付きが解かれた際に
前記標記が特定の方向に向くように、当該容器に巻き付いていることを特徴とする陳列シ
ステム。
【請求項２】
　前記標記は、前記容器本体部に装着された包装部材に形成され、
　前記巻き付き部は、前記包装部材の一部として形成されていることを特徴とする請求項
１記載の陳列システム。
【請求項３】
　帯状に形成された前記巻き付き部は、前記一端側から他端側に向かうに従い幅が小さく
なることを特徴とする請求項１又は２に記載の陳列システム。
【請求項４】
　前記容器は、前記巻き付き部の当該容器への巻き付きが解かれた際に、当該巻き付き部
から離間することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の陳列システム。
【請求項５】
　載せられた容器を一方向に移動させる陳列装置に陳列可能な容器であって、
　外周面に標記が付された容器本体部と、
　一端および他端を有し前記容器本体部の前記外周面に周方向に巻き付けられるとともに
当該一端側から巻き付けを解くことが可能な巻き付き部と、を備え、
　前記巻き付き部の前記一端は、前記陳列装置に固定可能であり、
　前記巻き付き部の前記他端は、前記標記と予め定められた位置関係を有する箇所に配置
されていることを特徴とする容器。
【請求項６】
　前記標記は、前記容器本体部の周方向に複数設けられ、
　前記巻き付き部は、前記複数の標記の各々に対応して複数設けられていることを特徴と
する請求項５に記載の容器。
【請求項７】
　前記巻き付き部の前記一端側における端部は、前記容器本体部から離間した状態で設け
られていることを特徴とする請求項５又は６に記載の容器。
【請求項８】
　外周面に標記が付された容器本体部と、当該容器本体部の当該外周面に周方向に巻き付
けられた巻き付き部とを有した容器を載せることが可能であり、載せられた当該容器を当
該容器の取り出し部へ移動させる容器載置部と、
　前記容器載置部に載せられた前記容器の前記巻き付き部の一端側を固定する固定部とを
備え、
　前記固定部に前記巻き付き部の一端が固定された前記容器の前記容器本体部から当該巻
き付き部の巻き付けが解かれた際に、当該容器の前記標記が特定の方向に向くことを特徴
とする陳列装置。
【請求項９】
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　前記固定部は、前記巻き付き部の前記一端側に形成された貫通孔に挿入部材を挿入する
ことで当該一端側を固定することを特徴とする請求項８に記載の陳列装置。
【請求項１０】
　前記固定部は、前記巻き付き部の前記一端側を挟み持つことで当該一端側を保持するこ
とを特徴とする請求項８に記載の陳列装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容器の陳列を行う陳列システム等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばコンビニエンスストアなどにおいては、飲料缶やペットボトルなど飲料が充填さ
れた容器が、例えば陳列ケースに収容された陳列装置に縦置きに載せられて販売される。
そしてこのような陳列装置は、例えば、容器自身の自重により陳列ケースの前方に容器が
移動するように傾斜した状態で配置される。そして、手前側（最前列）の１つの容器を抜
き取ると、後続の容器が自重で手前側に移動する。
　ここで陳列装置の容器が載せられる箇所には、容器の滑りの良さから例えばプラスチッ
クの平板が設けられる。また、近年では回転可能なローラを多数配置した陳列装置が出回
っている（例えば、特許文献１参照）。また、容器の補充は陳列装置の後方側から行うの
が一般的であるが、手前側からの容器の投入を可能とするとともに、奥側に移動した容器
が、再度手前側に移動し陳列される陳列装置も提案されている（例えば、特許文献２参照
）。即ち、前方側から投入された容器がＵターンして戻ってくる陳列装置が提案されてい
る。
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－１５５７０１号公報
【特許文献２】米国特許第６５０２４０８号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、容器の外面には、商品名や商標名など他の商品と識別するための標記が設け
られるが、この標記が購入者の取り出し方向に向いていないと、商品の識別がしにくくな
るとともに、商品の陳列時の見栄えが悪くなる。このため、陳列される容器は、例えば前
方側など、標記が所定の方向に向いていることが好ましい。そこで、商品を陳列する際に
、容器の標記の向きを一つ一つ確認しながら、標記の向きを揃えて陳列する作業が行われ
ることとなる。しかしながら、実際に容器における標記の向きを意識しながら容器を陳列
すると、陳列作業が煩わしいものとなる。
【０００５】
　本発明は、容器を陳列装置に縦置きに陳列する際に、容器の標記の向きを所定の方向に
向けるという操作を必要としない陳列システム等を提供することを主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる目的のもと、本発明に適用されるシステムは、第１の位置から第２の位置への移
動工程において容器を適宜回転せしめ、前記容器が第２の位置に移動した後に、容器の標
記を特定の方向に向けさせるようにした陳列システムである。また、本発明は、外周面に
標記が付された容器本体部と、容器本体部の外周面の周方向に巻き付けられた巻き付き部
と、を有した容器と、容器が陳列される陳列装置と、を備えた陳列システムであって、陳
列装置は、載せられた容器を容器の取り出し部へ移動させる容器載置部と、容器載置部に
載せられた容器の巻き付き部の一端側を保持し、容器が取り出し部へ移動する際に巻き付
き部の容器への巻き付きを解くことによって容器に回転力を付与する付与部と、を備え、
容器の巻き付き部は、付与部により容器への巻き付きが解かれた際に標記が特定の方向に
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向くように、容器に巻き付いていることを特徴とする陳列システムである。
【０００７】
　このような陳列システムにおいて、標記は、容器本体部に装着された包装部材に形成さ
れ、巻き付き部は、包装部材の一部として形成されていることを特徴とすることができる
。さらに、帯状に形成された巻き付き部は、一端側から他端側に向かうに従い幅が小さく
なることを特徴とすることができる。そして、容器は、巻き付き部の容器への巻き付きが
解かれた際に、巻き付き部から離間することができる。
【０００８】
　本発明を他の観点から捉えると、本発明は、載せられた容器を一方向に移動させる陳列
装置に陳列可能な容器であって、外周面に標記が付された容器本体部と、一端および他端
を有し容器本体部の外周面に周方向に巻き付けられるとともに一端側から巻き付けを解く
ことが可能な巻き付き部と、を備え、巻き付き部の一端は、陳列装置に固定可能であり、
巻き付き部の他端は、標記と予め定められた位置関係を有する箇所に配置されていること
を特徴とする容器である。
【０００９】
　このような容器において、標記は、容器本体部の周方向に複数設けられ、巻き付き部は
、複数の標記の各々に対応して複数設けられていることを特徴とすることができる。さら
に、巻き付き部の一端側における端部は、容器本体部から離間した状態で設けられている
ことを特徴とすることができる。
【００１０】
　さらに、本発明を他の観点から捉えると、本発明は、外周面に標記が付された容器本体
部と、容器本体部の外周面に周方向に巻き付けられた巻き付き部とを有した容器を載せる
ことが可能であり、載せられた容器を容器の取り出し部へ移動させる容器載置部と、容器
載置部に載せられた容器の巻き付き部の一端側を固定する固定部とを備え、固定部に巻き
付き部の一端が固定された容器の容器本体部から巻き付き部の巻き付けが解かれた際に、
容器の標記が特定の方向に向くことを特徴とする陳列装置である。
【００１１】
　このような陳列装置において、固定部は、巻き付き部の一端側に形成された貫通孔に挿
入部材を挿入することで一端側を固定することを特徴とすることができる。あるいは、固
定部は、巻き付き部の一端側を挟み持つことで一端側を保持することを特徴とすることが
できる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、容器を陳列装置に縦置きに陳列する際に、容器の標記の向きを所定の方向に
向けるという操作を必要としない陳列システム等を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明す
る。
　図１は、本発明の実施形態に係る陳列装置の概略構成を示した図である。
　同図（Ａ）に示すように本実施形態における陳列装置３０は、飲料が内部に充填された
容器２０が載せられる載置部３１と、容器２０の移動経路（搬送経路）を形成するととも
に容器２０の移動を案内するガイド３２とを備えている。また、透明な部材で形成される
とともに載置部３１の一側辺に沿って配置され、容器２０の移動を停止させる規制板３４
を備えている。また、容器２０には、所謂ペットボトルを例示しているが-所謂ガラス瓶
、缶なども用いることができる。
【００１４】
　陳列装置３０は、同図（Ｂ）に示すように、コンビニエンスストア、スーパーマーケッ
トなどに設置される陳列ケース１０の内部に収納される。この陳列ケース１０は、直方体
状に形成されたケース本体部１０Ａと、このケース本体部１０Ａに対して開閉可能に設け
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られたドア１０Ｂとにより主要部が構成されている。
　ここで陳列装置３０は、陳列ケース１０に設けられた棚（不図示）の上に載せられる。
この際、陳列装置３０は、規制板３４が設けられた側がドア１０Ｂ側に位置するように設
置される。また、規制板３４が設けられた側が、規制板３４が設けられた側とは反対側よ
りも下方に位置するように配置される。即ち、陳列装置３０は、陳列ケース１０の後方側
から容器２０が取り出される前方側（取り出し部側）に向かって下り傾斜した状態で配置
される。
【００１５】
　本実施形態における陳列ケース１０は、後方側にもドアが設けられ（不図示）、後方側
も開閉可能となっている。そしてこの後方側より陳列装置３０に容器２０が投入される。
即ち、陳列ケース１０の後方側及び陳列装置３０の後方側に容器２０の投入部が設けられ
た構成となっている。そして、投入された容器２０は載置部３１上をドア１０Ｂ側に向か
って移動する。なお、本明細書では、ドア１０Ｂ側を前方側（前方）と称しドア１０Ｂと
は反対側を後方側（後方）と称する場合がある。また、陳列ケース１０の幅方向（容器２
０が移動する方向に直交する方向）を横方向、幅方向と称する場合がある。
【００１６】
　図２は、陳列装置３０の留め部３５について説明するための図である。
　付与部及び固定部として機能する留め部３５は、陳列装置３０に容器２０を投入する際
に後述する巻き付き部２５の保持部２６が掛けられるように構成されている。本実施形態
の留め部３５は、図２に示すように、陳列装置３０における各ガイド３２の後方側に設け
られる。また、本実施形態においては、留め部３５は、陳列装置３０の前方側から後方側
を見て、容器２０の移動経路（搬送経路）の左側に取り付けられている。なお、図２にお
いて拡大して示すように、本実施形態における留め部３５は、Ｌ字形状となっている。な
お、留め部３５には、複数の容器２０を投入する際に、複数の巻き付き部２５（保持部２
６）を掛けられるように構成されている。
【００１７】
　図３は、容器２０について説明するための図である。図３（Ａ）は容器２０の全体図を
示し、図３（Ｂ）は図３（Ａ）に示す容器２０を矢印Ｘ方向から見た図を示している。ま
た、図３（Ｃ）は、容器２０に巻き付けられる前のシュリンクフィルム２４を示している
。
　図３（Ａ）に示すように、容器２０は、容器本体２１と、キャップ２２と、容器本体２
１の側部２１１に巻かれるシュリンクフィルム２４とを備えている。シュリンクフィルム
２４には、商品名、商標名など他の商品と識別するための第１識別標記２３ａ及び第２識
別標記２３ｂ（以下、本明細書においては、第１識別標記２３ａ及び第２識別標記２３ｂ
を区別しない場合、単に「識別標記２３」と称する。）が形成されている。ここで、第１
識別標記２３ａ及び第２識別標記２３ｂは、同一の形態でも良いし異なる形態とすること
もできる。また、第１識別標記２３ａ及び第２識別標記２３ｂは、容器２０の周方向にお
いて、１８０°ずれた状態で配置されている。
【００１８】
　さらに、図３（Ａ）に示すように、包装部材の一例としてのシュリンクフィルム２４に
おける容器本体２１の底部側には、容器本体２１の周方向に巻き付く、第１巻き付き部２
５ａ及び第２巻き付き部２５ｂ（以下、本明細書においては、第１巻き付き部２５ａ及び
第２巻き付き部２５ｂを区別しない場合、単に「巻き付き部２５」と称する。）が設けら
れている。本実施形態では、巻き付き部２５は、シュリンクフィルム２４にミシン目が設
けられることで形成されており、シュリンクフィルム２４と一体に構成されている。そし
て、巻き付き部２５は、所定の条件下で、ミシン目に沿ってシュリンクフィルム２４本体
から切り離され、容器本体２１への巻き付きが解かれるようになっている。
【００１９】
　図３（Ａ）に示すように、第１巻き付き部２５ａは、保持部２６ａと、帯部２７ａ及び
終端２８ａを有している。
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　帯部２７ａは、シュリンクフィルム２４にミシン目を入れることにより形成される。本
実施形態において、帯部２７ａは、容器本体２１の周方向に略半周分の長さを有している
。また、帯部２７ａの一端側には保持部２６ａが繋がっており、帯部２７ａの他端側には
終端２８ａが設けられている。また、終端２８ａは、帯部２７ａがミシン目に沿ってシュ
リンクフィルム２４本体から切り離され、最終的にシュリンクフィルム２４本体から分離
する部位である。図３（Ａ）に示すように、帯部２７ａは、容器本体２１の高さ方向に所
定の幅をもって形成されており、さらに、終端２８ａに近づくに従ってその幅が狭くなる
ように構成されている。このように、帯部２７ａの幅を終端２８ａの位置で最も小さくな
るようにすることで、第１巻き付き部２５ａが終端２８ａの位置でシュリンクフィルム２
４から分離し易くしている。
【００２０】
　保持部２６ａは、第１巻き付き部２５ａを留め部３５に掛ける作業を行う際に「つまみ
」として機能するものである。また、図３（Ａ）に示すように、保持部２６ａには、孔２
６１が設けられている。そして、第１巻き付き部２５ａを留め部３５に掛ける際には、保
持部２６ａにおける孔２６１を留め部３５に通すことにより、第１巻き付き部２５ａを留
め部３５に留めることができる。なお、本実施形態では、この孔２６１の開口面積を、留
め部３５の径に対して十分に大きく設定している（図２参照）。このように孔２６１の大
きさを設定することにより、容器２０を陳列装置３０に投入する際に、保持部２６ａを留
め部３５に掛け易くしている。なお、この孔２６１の形状は、正円でも良いが図２に示す
ように円周方向に長く伸ばしても良い。この場合、孔２６１を留め部３５に合わせる手間
が削減され容器２０を載置するときの厳密な方向を考えずにすむ。
【００２１】
　そして、第１巻き付き部２５ａは、保持部２６ａが容器本体２１から離れる方向に引っ
張られると、保持部２６ａと繋がる帯部２７ａが次第にシュリンクフィルム２４本体から
切り離され（解かれ）、最終的に終端２８ａの位置でシュリンクフィルム２４本体から分
離するように構成されている。なお、本実施形態では、図３（Ａ）の例に示すように、第
１巻き付き部２５ａは、容器本体２１に対して右回りに解くことができるように、保持部
２６ａ、帯部２７ａ、終端２８ａの形成位置が設定されている。
【００２２】
　図３（Ａ）に示すように、容器２０は、第２巻き付き部２５ｂを備えている。また、第
２巻き付き部２５ｂは、保持部２６ｂと、帯部２７ｂ及び終端２８ｂを有している。第２
巻き付き部２５ｂは、第１巻き付き部２５ａと同様に、容器２０の底部側において、容器
本体２１の周方向に略半周分巻き付いている。
　なお、第２巻き付き部２５ｂの基本構成は、上述した第１巻き付き部２５ａと同様であ
り、その詳細な説明を省略する。また、第１巻き付き部２５ａ及び第２巻き付き部２５ｂ
について区別せず巻き付き部２５と称する場合において、保持部２６ａ及び保持部２６ｂ
については「保持部２６」と、終端２８ａ及び終端２８ｂについては「終端２８」と称す
る。
　また、本実施形態においては、保持部２６が巻き付き部の一端側、終端２８が巻き付き
部の他端側として機能する。
【００２３】
　続いて、図３（Ｂ）を参照しながら、識別標記２３に対する巻き付き部２５の位置関係
について説明する。
　図３（Ｂ）に示すように、容器２０の周方向において、第１巻き付き部２５ａの終端２
８ａは、第２識別標記２３ｂに対して略９０°ずれるように形成される。一方、第２巻き
付き部２５ｂの終端２８ｂは、第１識別標記２３ａに対して略９０°ずれるように形成さ
れている。つまり、本実施形態では、巻き付き部２５の終端２８の位置と、識別標記２３
の位置とを特定していている。これにより、容器２０を陳列装置３０に投入した後の容器
２０に形成される識別標記２３の向く方向を調節している。
【００２４】
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　図３（Ｃ）に示すように、容器本体２１に巻き付ける前のシュリンクフィルム２４は、
プラスチック等を材料とした矩形状のシートである。そして、シュリンクフィルム２４に
は、識別標記２３等が印刷されている。さらに、シュリンクフィルム２４には、上述した
巻き付き部２５が形成される。第１巻き付き部２５ａを例に説明すると、保持部２６ａは
、シュリンクフィルム２４に対してコの字型の切れ目を入れることで形成される。そして
、コの字の内側において、所定の大きさの孔２６１を開ける。また、帯部２７ａは、終端
２８ａと第２識別標記２３ｂとの位置関係を踏まえながら、所定の長さとなるようにミシ
ン目を入れることで形成される。
【００２５】
　シュリンクフィルム２４を容器本体２１に固定するには、まず、容器本体２１の側部２
１１をシュリンクフィルム２４によって包む。そして、シュリンクフィルム２４の一端側
に設けられたのりしろ２４１と、シュリンクフィルム２４の他端側とが重なるように円筒
形にし、これら端同士を接着する。その後、シュリンクフィルム２４が巻かれた容器本体
２１を加熱装置に通過させることにより、シュリンクフィルム２４が収縮して容器本体２
１に密着する。これにより、巻き付き部２５についても、容器本体２１に巻き付けられた
状態となる。
【００２６】
　図４は、本実施形態が適用される陳列システムの動作を説明するための図である。
　図４（Ａ）に示すように、容器２０を載置部３１に載せるとともに、保持部２６ａをガ
イド３２に設けられた留め部３５に掛ける。なお、以下では、第１巻き付き部２５ａを留
め部３５に掛けた場合について説明する。
　図４（Ｂ）に示すように、載置部３１は後方側から前方側に向けて低くなるように傾斜
が設けられているため、容器２０は、自重により前方側へと移動しようとする。このとき
、第１巻き付き部２５ａの保持部２６ａが留め部３５に掛けられているため、第１巻き付
き部２５ａが引っ張り力を受ける。その結果、容器２０は、図中右回りに回転しながら載
置部３１の前方側へと移動する。
【００２７】
　そして、容器２０が回転することによって、第１巻き付き部２５ａは、シュリンクフィ
ルム２４本体から遠ざかる方向に引っ張られる。そして、第１巻き付き部２５ａは、次第
にシュリンクフィルム２４本体から引き離される。
　第１巻き付き部２５ａが容器本体２１の外周に沿って引かれることにより容器２０が回
転すると、ある地点で第１巻き付き部２５ａの引かれる方向が容器２０の外周に沿った方
向から、容器２０から離れる方向に変わる。そのため、この地点を過ぎると、第１巻き付
き部２５ａはシュリンクフィルム２４本体から切り離されることとなる。この第１巻き付
き部２５ａが引っ張られて容器２０から切り離される地点を引き離れ点と呼ぶ。
　そして、引き離れ点は、図４（Ｂ）に示すように、容器２０において、ガイド３２と載
置部３１とによって形成される搬送経路（移動経路）の方向から保持部２６ａ側に略９０
°の回転した位置となる。
【００２８】
　そして、図４（Ｃ）に示すように、第１巻き付き部２５ａにおけるシュリンクフィルム
２４本体からの引き離れ点が終端２８ａに達し、第１巻き付き部２５ａがシュリンクフィ
ルム２４本体から分離すると、容器２０の回転は停止する。これは、第１巻き付き部２５
ａとシュリンクフィルム２４本体とが分離することにより、留め部３５からの引っ張り力
が第１巻き付き部２５ａを介して容器本体２１に伝達されなくなるからである。
　また、このとき、第１巻き付き部２５ａの終端２８ａは、引き離れ点に到達した状態に
ある。そして、引き離れ点は搬送経路に対して略９０°回転した位置にあり、終端２８ａ
は第２識別標記２３ｂに対して略９０°ずれた位置に形成されているため、結果として、
第２識別標記２３ｂが載置部３１の前方側に向いた状態となる。
【００２９】
　そして、図４（Ｄ）に示すように、容器２０は、第２識別標記２３ｂが載置部３１の前
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方側に向いた状態を維持したまま規制板３４に向けて移動し、その後規制板３４の位置で
（既に、他の容器２０が存在する場合にはその手前側で）停止する。
　以上のようにして、容器２０を陳列装置３０に投入する際に、予め巻き付き部２５にお
ける保持部２６を留め部３５に掛けておくことにより、容器２０が載置部３１を移動する
うちに、識別標記２３を載置部３１（陳列装置３０）の前方側を向いた状態となる。
【００３０】
　なお、上記の例では、第１巻き付き部２５ａの保持部２６ａを留め部３５に掛けた例に
ついて説明したが、第２巻き付き部２５ｂの保持部２６ｂを留め部３５に掛けた場合も同
様である。第２巻き付き部２５ｂを留め部３５に掛けた場合には、第１識別標記２３ａが
前方側を向いた状態となる。このように、本実施形態では、第１巻き付き部２５ａあるい
は第２巻き付き部２５ｂのいずれかを留め部３５に掛けられるように構成しているため、
第１識別標記２３ａあるいは第２識別標記２３ｂのどちらかを陳列装置３０の前方側に向
けることができる。
【００３１】
　図５は、巻き付き部２５を形成する位置について他の例を説明するための図である。
　上述の例において、巻き付き部２５は、容器２０の底部側に設けられるものであった。
これに対し、図５（Ａ）に示すように、巻き付き部２５は、容器２０の上部側に設けられ
ていても構わない。また、図５（Ｂ）に示すように、巻き付き部２５を容器２０の中央部
に設けても良い。なお、容器２０の中央部に巻き付き部２５を設けることにより、例えば
液体が入った状態にて、容器２０の重心に近い位置にて容器２０に回転を与えることがで
きるため容器２０の安定性を保つことができる。
【００３２】
　ところで、ペットボトル等においては、一般的にシュリンクフィルム２４による包装が
行われるため、上述のようにシュリンクフィルム２４の一部に巻き付き部２５を形成して
、その巻き付き部２５を解くことで識別標記２３を所定の向きに向かせることができる。
これに対して、缶やガラス瓶など、識別標記２３が直接印刷されるような容器については
、シュリンクフィルム２４による包装は通常行われない。
　以下では、シュリンクフィルム２４を有しない容器についての例について説明する。
【００３３】
　図６は、巻き付き部について他の例を説明するための図である。
　図６（Ａ）に示すように、容器４０は、容器本体４１と、識別標記４３と、巻き付き部
４５とを備えている。本実施形態において、識別標記４３は容器本体４１に印刷されてい
る。また、巻き付き部４５は、帯状の部材であり、一端側に保持部４６が、他端側に終端
４８が設けられている。また、本実施形態では、終端４８の位置と、識別標記４３の位置
とが略９０°ずれるように巻き付き部４５を巻き付けている。なお、帯状の巻き付き部４
５の容器本体４１と対向する面には、引っ張り力を受けた巻き付き部４５が容器本体４１
から剥離できる程度の粘着性を有する接着層が形成されている。
【００３４】
　図６（Ｂ）に示すように、陳列装置３０に投入される際に、巻き付き部４５における保
持部４６を留め部３５に掛ける。そして、図４を参照しながら説明した動作と同様に、容
器４０は、巻き付き部４５が解かれてコマのように回転しながら、載置部３１の前方側へ
と移動する。そして、図６（ｃ）に示すように、巻き付き部４５の巻き付きが解かれて終
端４８に達すると、容器４０の回転は止まり、識別標記４３が載置部３１（陳列装置３０
）の前方側を向いた状態となる。
　そして、容器４０における識別標記４３は、載置部３１の前方側を向いた状態が維持さ
れたまま、載置部３１を下り規制板３４に（あるいは、既に他の容器４０があればその容
器に）堰き止められて停止する。
　以上のように、シュリンクフィルム２４のような包装材が用いられないタイプの容器で
あっても、上述した巻き付き部４５のように帯状の部材を容器４０に巻き付けておくこと
により識別標記４３を所定の方向に向かせることが可能となる。
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　図７は、留め部について他の例を説明するための図である。
　図７（Ａ）に示すように、留め部５５は、ガイド３２の後方側の端部に設けられている
。付与部及び固定部として機能する留め部５５は、図７（Ｂ）に示すように、切り込みを
有する部材にて構成されている。そして、留め部５５における切り込みに保持部２６を挟
み込むことで、保持部２６を留められるようになっている。
　実際に、容器２０を陳列装置３０に投入する際には、図７（Ｂ）に示すように、留め部
５５に巻き付き部２５の保持部２６ａを挟み込ませる。そして、図４を参照しながら説明
した動作と同様に、巻き付き部２５の保持部２６が固定された容器２０は、載置部３１を
回転しながら前方側へと移動し、最終的に容器２０に設けられた識別標記２３が陳列装置
３０の前方側を向いた状態で陳列される。
【００３６】
　なお、図７（Ｂ）に示すように、複数の容器２０を連続して、陳列装置３０に投入する
場合にも、複数の巻き付き部２５の保持部２６を重ねて留め部５５に挟み込むことも可能
である。
　以上のように、留め部５５をクリップにすることにより、留め部５５自身が保持部２６
を挟めるように構成して、巻き付き部２５を陳列装置３０の後方側に留めても良い。また
、留め部５５自体が保持部２６を挟めるように構成することにより、必ずしも保持部２６
に孔２６１を設ける等の構成は必要なくなる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の実施形態に係る陳列装置の概略構成を示した図である。
【図２】陳列装置の留め部について説明するための図である。
【図３】容器について説明するための図である。
【図４】本実施形態が適用される陳列システムの動作を説明するための図である。
【図５】巻き付き部を形成する位置について他の例を説明するための図である。
【図６】巻き付き部について他の例を説明するための図である。
【図７】留め部について他の例を説明するための図である。
【符号の説明】
【００３８】
２０…容器、２１…容器本体、２３ａ…第１識別標記、２３ｂ…第２識別標記、２４…シ
ュリンクフィルム、２５ａ…第１巻き付き部、２５ｂ…第２巻き付き部、２６ａ…保持部
、２７ａ…帯部、２８ａ…終端、３０…陳列装置、３５…留め部
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